
■「病児保育事業開始届」 確認マニュアル 

 

【１】 病児保育事業開始届 

確認内容 確認 

①申請日が事業開始年月日前の日付になっているか 

 （※途中開所の場合も前日（開園はしていないが運営はしているはず）） 
 

②「事業の種類」は体調不良児対応型になっているか  

③「職員の定数および職務確認内容」が１～２名となっているか。また、参考欄の病児保育 

事業担当職員名簿と人数が一致しているか 
 

④「利用定員」は看護師１人あたり１～2名となっているか  

⑤【体調不良児対応型】の面積及び構造が体調不良児対応型で使用する面積であるか。 

また、建物の構造が記載されているか 
 

⑥主な職員の経歴書か履歴書がついているか（※経歴が分かれば在職証明書でも OK）。 

また、資格があれば資格証がついているか 
 

⑦病児保育事業担当者名簿に担当者が記載されているか。また、常勤並み非常勤の場合、 

常勤となっているか 
 

 

【２】 定款（社会福祉法人）、寄付行為（学校法人） 

確認内容 確認 

①「病児保育事業に関すること」が記載されているか 

 （※直接記載がされていない場合、他の事業に含まれているか口頭確認でもＯＫ） 
 

②記載されていない場合、「誓約書」が添付されているか  

（※誓約書日付は、申請日に合わせる） 
 

 

【３】 病児・病後児保育事業計画書 

確認内容 確認 

①「実施施設の面積」は、病児保育事業開始届の建物の構造（〇〇造〇〇階）と面積が一致 

しているか.。また、「設備」に記載されている面積と病児保育事業開始届」に記載されている 

面積が一致しているか 

 

②「職員の状況」に記載されている人数が「病児保育事業開始届」に記載されている人数と 

一致しているか 
 

③「利用定員」に記載されている人数が「病児保育事業開始届」に記載されている人数と一致

しているか 
 

 

  



【４】 平面図 

確認内容 確認 

①平面図が添付されているか  

②「病児保育事業」を実施する場所が明記（マーカー）されているか。また「病児保育事業 

開始届」と「病児・病後保育事業計画書」に記載されている面積と一致しているか 
 

③「保育室」「遊戯室」を使用することになっていないか（※間仕切り等があればＯ）  

④面積の記載がない場合、「病児保育事業開始届」等に記入されている値が変な数字でなけ

ればＯＫ（※園への確認は不要） 
 

 

【５】 収支予算書 

確認内容 確認 

①病児保育事業部分のみの記載になっているか（※参考：450万前後）  

②収入欄「利用料金徴収」金額は 0円か     

③支出欄「人件費」記入はあるか  

④支出金額は、収入金額と同額もしくは収入金額内に収まっているか  

（※超えている場合であっても OK とする） 
 

 

＜＜備考＞＞ 

１）書類は、上記の１～5の順番に並べる 

２）施設基本情報を確認する場合、Kintoneアプリ「１０１０」参照 

３）定款その他の約款「病児保育事業」の文言について 

 管轄 連絡先 

大阪市内に法人本部がある場合 福祉局法人管理 06-6241-6540 

堺市内に法人本部がある場合 
堺市健康福祉総務課法人 

指導係 
072-228-7588 

大阪府下の大阪市、堺市以外の場合 
大阪府福祉部地域福祉推進室 

福祉人材・法人指導課 
06-6944-7084 

大阪府下の学校法人の場合 大阪府教育庁 06-6210-9275 

※社会福祉法人以外：「運営規程」提出受理可 

 ⇒社福法人は、病児保育事業は「社会福祉法第２条第３項の第二社会福祉事業」に該当する事業のため 

  必ず「病児保育事業」の文言が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■「病児保育事業変更届」 確認マニュアル 

 

 

保育所➡認定こども園など施設種別が変更になった場合・・・ 

 

 届出書提出あり 届出書提出なし 

レコード 変更レコード作成 

・変更届：チェック 

・事業所変更日：入力 

既存レコードへ新施設情報上書き 

定款 提出不要 提出必要 

コメント送付 

＜下記項目変更＞ 

・定員情報 

・施設情報 

・設備 

・主な職員 

◆変更あり 

➡項目にチェックを入れてもらい、必要

書類添付要 

 

◆変更なし 

➡提出しますに変更し保存をしてもらう 

 

 

コメント内容： 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

お世話になっております。 

病児保育開始届の件につきまして、ご提出いただいておりましたが、施設種別の変更に伴い変更届が必要 

なるためレコードを作成いたしました。 

施設種別変更後、下記の点について変更がある場合、届出の提出が必要となります。 

その場合、STEP２ 今回提出する様式を選択する。にある変更の内容に該当する項目にチェックを 

入れてください。 

＜変更内容＞ 

・定員情報（職員の定数、利用定員） 

・施設情報（面積、図面、電話番号等） 

・設備 

・主な職員（その他職員の変更は届出不要です） 

変更がない場合は、提出しますか「届出書を提出します」に変更し保存をお願いいたします。 

作業完了しましたらコメントにてお知らせくださいませ。 

よろしくお願いいたします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 


